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はじめに

　地域政策学は比較的新しい学問分野である。ま
た，地域を定義することは容易ではない。ちなみに
辞書では，地域は，「①区切られたある範囲の土地，
②政治・経済・文化の上で，一定の特徴をもった空
間の領域，全体社会の一部を構成する，③国際関係
において一定の独立地位を持つ存在」とされてい
る。
　地域をめぐる研究としては，例えば，ヨーロッパ
地域研究，東アジア地域研究という大陸くらいの大
きさを単位とする地域の概念がある。また日本研
究，中国研究，アメリカ研究など，国をその単位と
するものもある。さらに国地方関係というように，
おもに地域を自治体単位でとらえる用法もあれば，

「地域住民」といった言葉で使われるような，具体
的な施設や建物から半径数十メートルくらいの範囲
を示す場合もある。このように多様な意味で地域研
究が行われている。
　私の研究分野である，地方自治・行政学では地域
についてどう向き合おうとしているか。地方自治に
関連する研究・教育において，私は，上述した様々
な地域の概念のなかでも，地域を「人々の暮らす単
位」として捉えている。すなわち，生活に身近な単
位，町内会くらいの単位から，自治体というくらい
の単位で考えることが多い。その地域おける行政の
あり方，地方自治のあり方を考えることが研究の目
標である。私は地域概念をめぐる範囲として自治体
を中心に考察を行っているが，日本の政府体制にお
ける自治体には，広域・基礎の二種類があるので，
地域という概念は重層的に捉えなければならないも

のである。

１．地方自治からみる地域政策学

　政府機構を研究する場合には，地域と行政の関係
が焦点になる。このような地域における営みには，
欠かせないものとして「自治」が登場する。
　この自治という言葉には「自ラ治メル」と「自ズ
カラ治マル」という二つの意味があるとされる（石
田雄（1998）『自治』三省堂）。両者ともに重要な意
味を持つが，地方自治・行政学においてはとりわけ
自ら治める・自己統治という意味で使われることが
多いように思われる。自治の実現過程で地域住民は
行政という仕組みを用いているのである。
　言うまでもなく，自治体は中央政府との関係で成
り立っている。戦後制定された日本国憲法では第８
章に「地方自治」を規定しており，憲法によって地
方自治は保障されることになった。自治体の首長と
議員が直接選挙で選ばれ，地方議会は議事機関とし
て首長と並び重要な地位を占めてきた。一方で，国
の事務を自治体が代わって担う仕組みである機関委
任事務は，都道府県の自治体化によって戦後かえっ
て強化され，国が自治体を縛る道具として使われて
きた。地方自治が憲法で保障されることになって
も，中央集権型行政システムが長期間にわたり定着
してきたのである。
　このような中央集権型の戦後構造を変革するもの
として1993年６月，衆参両院において「地方分権の
推進に関する決議」が採択されたことはその画期で
あった。中央集権型行政システムが国際化の波，東
京一極集中，少子高齢社会，バブル崩壊後の経済の
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しているといわれる。地方創生法によって，自治体
は国の総合戦略を勘案して，2015年度末まで「人口
ビジョン」と「地方版総合戦略」を定めるようにつ
とめなければならないこととなった。
　しかし，そもそもこうしたやり方の念頭からは，
中央政府が主導している地方創生は，地域の主体が
自治体であるという発想が抜け落ちているのではな
いだろうか。自治体によっては，人口将来推計を無
理やり水増しして総合戦略を作成しているところも
ある。国が各自治体に人口の共喰い競争をさせ，ほ
とんどの自治体が，勝ち目のない負け戦にかりださ
れる，まさに「ヤレヤレ詐欺」ではないかとの批判
もある（山下祐介・金井利之（2015）『地方創生の
正体』ちくま新書）。また，2014年以降の消滅自治
体論や地方創生について，中央政府は東京圏と非東
京圏という構図を用いて，人口減少と東京一極集中
の関係を説明しようとしているが，どちらも数十年
前から始まっているなど，無視しがたい欺瞞が含ま
れているという指摘もある（今井照（2017）『地方
自治講義』ちくま新書）。

おわりに
～地域のための地域政策のあり方～

　しかも，結局，地方版総合戦略をつくること自体
が，東京にカネを集めることに繋がったという嘆く
べき報告も出されている。「地方版総合戦略」は政
府の地方創生政策の出発点と位置づけられるが，全
国の市町村が独自で作った「地方版総合戦略」の７
割超が，外部企業などへの委託で策定されていたの
である。委託先は，東京の企業が上位10社のうち７
社を占めた。愛知，大阪，福岡などが都道府県別の
占有率で３％にも届かない中，東京の大手一社だけ
で全体の12.5％となる５億円超を請け負う極端な偏
りも浮かんだ（東京新聞2019年１月３日「地方創生
計画　外注多数　交付21億円超　都内企業へ」）。地
方自治を政府が語るにあたっては，どこを見て政策
をつくるべきか，考えねばならないと言わざるを得
ない。
　自治体は，地域の営みを大切にして，地域住民が
暮らし続けるよう，自分たちが必要としていること

停滞，地域活性化など様々な課題に直面する中，日
本社会の閉塞感を打開するべく登場したのが，地方
分権だったのである。地方分権改革は，1995年の地
方分権推進法の制定にはじまり，数次にわたる地方
分権推進委員会の勧告，地方自治法の改正，そし
て，2000年の地方分権一括法の制定に繋がった。そ
の結果，機関委任事務と通達は全面的に廃止され，
自治体は地方における総合行政の主体として国とも
対等な関係であると明確に位置付けられるに至っ
た。

２．地域創生と地域政策

　ところで，この一連の地方分権改革から20年余が
経ち，地方は活性化したのであろうか。2010年代の
地方自治・行政学はこの問に関する研究が中心と
なってきたように思われる。そうしたなかで出され
た2014年の日本創成会議の人口減少問題検討会のい
わゆる「増田レポート」が定義した「消滅可能性都
市」の概念は，地方分権改革が地域にもたらした影
響について考える素材を与えてくれる。
　消滅可能性都市とは，全国の市区町村別に2010年
から30年間の人口移動を推計し，行政や社会保障の
維持，雇用の確保などが困難になるとみられる自治
体を指す。同レポートによれば，地方から大都市圏
への人口の流出が多くなり，大半の地方都市で人口
減少が続き，2040年までに若年女性人口（20～39歳）
が５割以下になると予測される。全国1800余の市区
町村のうち，896自治体が消滅する可能性が高い，
都道府県別では，青森，岩手，秋田，山形，島根の
５県で若年女性人口の減少が８割以上に上る，など
の推計が出され，名指しされた自治体を中心として
大変なインパクトを与えるものだった。
　同じ時期に，第２次安倍政権は，東京一極集中を
是正し，地方の人口減少に歯止めをかけ，日本全体
の活力を挙げることを目的とする「地方創生」政策
を掲げた。そして，2016年４月には「まち・ひと・
しごと創生法」（以下，地方創生法）も制定された。
そこには，第２次安倍政権のいわゆる「アベノミク
ス」の効果は大都市の大企業限定のものであり，地
方では見いだせないという批判があったことも影響
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に補助金や制度を当てはめる地域づくりが必要であ
る。地域における「維持可能性」をどのように担保
できるのか，国の政策を鵜呑みにするのではなく，
地域住民の目線に合わせ，地域の行く末を見計ら
い，政策が形成・実行していることこそ，地域政策
に求められる地方自治の在り方であろう。
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